
小
規
模
事
業
者
向
け
所
得
税
・
消
費
税

個
別
相
談
窓
口
（
無
料
相
談
）

　

山
都
町
商
工
会
で
は
、
所
得
税
・
消
費
税

の
個
別
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

対
象
は
、
町
内
の
小
規
模
事
業
者
（
従
業
員

20
名
以
下
の
商
工
業
者
）
の
方
で
、
相
談
料

は
無
料
で
す
。
商
工
会
員
以
外
の
方
も
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
相
談
時
間
は
、
お
ひ
と
り
様
30
分

程
度
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

相
談
を
希
望
さ
れ
る
事
業
者
の
方
は
、
各

相
談
会
場
（
商
工
会
本
所
ま
た
は
支
所
）
ま

で
事
前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
商
工
会
本
所
（
下
市
３
３
）

　

２
月
17
日
㈮
、
24
日
㈮

　

３
月
２
日
㈭
、
14
日
㈫

　
（
担
当
）
緒
方　

誠
一　

税
理
士

▼
商
工
会
清
和
支
所
（
大
平
３
５
２

－

１
）

　

２
月
28
日
㈫
、
３
月
９
日
㈭
、
17
日
㈮

　
（
担
当
）
緒
方　

誠
一　

税
理
士

▼
商
工
会
蘇
陽
支
所
（
馬
見
原
１
１
８

－

３
）

　

３
月
３
日
㈮
、
13
日
㈪
、
17
日
㈮

　
（
担
当
）
宮
本　

隆　

税
理
士

※
い
ず
れ
も
午
前
10
時
30
分
か
ら
午
後
３
時

ま
で
（
相
談
時
間
30
分
）

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
会
本
所　
　
　
（
72

－

０
１
８
６
）

　

商
工
会
清
和
支
所　
（
82

－

２
０
１
７
）

　

商
工
会
蘇
陽
支
所　
（
83

－

０
０
３
７
）

お
し
ら
せ
版

年
金
相
談
日
の
お
知
ら
せ

　

３
月
の
年
金
相
談
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

ご
希
望
の
方
は
事
前
に
予
約
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
日
時

　

３
月
10
日
㈮

　

午
前
11
時
〜
午
後
３
時

▼
場
所

　

千
寿
苑

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
年
金
事
務
所

　
（
０
９
６

－

３
６
７

－

２
５
０
３
）

　

健
康
福
祉
課
（
72

－

１
２
２
９
）

平
成
28
年
度
肝
炎
サ
ロ
ン
開
催

　

肝
炎
サ
ロ
ン
は
、
肝
炎
患
者
や
そ
の
ご
家

族
な
ど
肝
炎
に
関
心
の
あ
る
方
の
た
め
の
情

報
交
換
の
場
で
す
。
肝
臓
の
病
気
に
対
す
る

疑
問
や
治
療
に
関
す
る
不
安
や
悩
み
な
ど
、

ゆ
っ
く
り
語
り
合
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

参
加
費
は
無
料
で
事
前
の
申
込
み
も
不
要

で
す
の
で
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
期
日
及
び
会
場

▽
２
月
27
日
㈪

山
鹿
市
民
医
療
セ
ン
タ
ー　

医
療
研
修
セ

ン
タ
ー

▽
２
月
28
日
㈫

熊
本
大
学
医
学
部
附
属
病
院　

山
崎
記
念
館

▽
３
月
３
日
㈮

　

天
草
地
域
健
診
セ
ン
タ
ー　

２
階
会
議
室

▽
３
月
７
日
㈫

　

阿
蘇
医
療
セ
ン
タ
ー　

講
堂

▽
３
月
９
日
㈭

　

熊
本
労
災
病
院　

中
央
診
療
棟
５
階
会
議
室

※
い
ず
れ
の
会
場
も
午
後
１
時
30
分
か
ら
午

後
４
時
ま
で
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
県
健
康
危
機
管
理
課

　
（
０
９
６

－

３
３
３

－

２
７
８
３
）

　

健
康
福
祉
課　
（
72

－

１
２
９
５
）

震
災
見
舞
い
色
紙
展
の
開
催

　

兵
庫
県
洋
画
団
体
協
議
会
と
熊
本
県
美
術

家
連
盟
で
は
、
熊
本
地
震
に
よ
り
被
災
さ
れ

た
多
く
の
方
々
を
芸
術
文
化
の
力
で
癒
し
励

ま
す
た
め
、
会
員
創
作
の
色
紙
展
を
熊
本
市

の
び
ぷ
れ
す
熊
日
会
館
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

展
示
さ
れ
た
色
紙
の
十
数
点
が
山
都
町
へ

寄
贈
さ
れ
ま
す
の
で
、
次
の
と
お
り
展
示
を

行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
展
示
し
た
色
紙
は
希
望
者
へ
先
着

順
で
配
布
す
る
予
定
で
す
。
ぜ
ひ
、
ご
来
場

く
だ
さ
い
。

▼
展
示
期
間
・
場
所

▽
２
月
16
日
㈭
〜
27
日
㈪

　

中
央
公
民
館

▽
２
月
28
日
㈫
〜
３
月
10
日
㈮

　

本
庁
１
階
多
目
的
ホ
ー
ル

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
（
72

－

１
１
１
１
）

平
成
28
年
熊
本
地
震
「
一
部
損
壊
」

世
帯
に
対
す
る
義
援
金
に
つ
い
て

　

熊
本
地
震
で
住
家
が
被
災
さ
れ
た
方
で
被

害
の
状
況
が
「
一
部
損
壊
」
で
、
被
災
住
家

の
修
理
に
１
０
０
万
円
以
上
を
支
出
さ
れ
た
世

帯
の
義
援
金
申
請
書
の
受
付
を
行
な
い
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
は
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

▽
申
請
書
（
役
場
に
用
意
し
て
い
ま
す
）

▽
り
災
証
明
書

▽
領
収
書

▽
修
理
内
容
、
金
額
の
内
訳
の
わ
か
る
見
積

書
や
明
細
書
な
ど
（
ど
の
部
分
に
い
く
ら

か
か
っ
た
か
分
か
る
も
の
）

▽
義
援
金
振
込
先
の
預
貯
金
通
帳
（
罹
災
証

明
書
に
記
載
の
世
帯
主
本
人
の
も
の
）

▽
印
鑑

▼
対
象
の
範
囲

日
常
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
部
分

の
修
理

▼
対
象
の
工
事
箇
所
・
部
分

▽
屋
根
、
柱
、
床
、
外
壁
、
基
礎
な
ど

▽
ド
ア
、
窓
等
の
開
口
部
（
ガ
ラ
ス
・
鍵
の

交
換
も
含
む
）

▽
水
道
、
電
気
、
ガ
ス
等
の
配
管
、
配
線
、

給
排
気
設
備
（
換
気
扇
な
ど
）

▽
衛
生
設
備
（
便
器
、
浴
槽
な
ど
）

※
壊
れ
て
い
な
い
場
合
の
取
り
替
え
は
対
象

外
で
す
。

▼
対
象
外
の
工
事
箇
所
・
部
分

▽
内
装
（
間
仕
切
り
紙
、
壁
紙
、
天
井
の
仕

上
げ
、
ふ
す
ま
、
障
子
、
畳
な
ど
）

▽
外
構
（
門
、
車
庫
、
塀
、
柵
な
ど
）

▽
家
電
製
品

▼
申
請
期
間

２
月
13
日
㈪
か
ら
平
成
30
年
３
月
30
日
㈮

「
予
定
」

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
福
祉
課　
　
　　
（
72

－

１
２
２
９
）

　

清
和
支
所
健
康
福
祉
係
（
82

－

２
１
１
１
）

　

蘇
陽
支
所
健
康
福
祉
係
（
83

－

１
１
１
１
）

平
成
28
年
熊
本
地
震
に
係
る
罹
災

証
明
書
の
申
請
期
限
に
つ
い
て

　

本
町
で
は
、
熊
本
地
震
に
係
る
罹
災
証
明

書
の
申
請
期
限
を
次
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

▼
申
請
期
限

　

３
月
31
日
㈮
ま
で

※
「
一
部
損
壊
」
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き

平
成
30
年
３
月
末
ま
で
申
請
を
受
け
付
け

ま
す
。

現
地
調
査
を
希
望
さ
れ
る
方
（
半
壊
以
上
）

は
受
け
付
け
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

▼
持
参
物

　

印
鑑
、
本
人
確
認
書
類
（
免
許
証
等
）

※
４
月
１
日
以
降
の
一
部
損
壊
の
罹
災
証
明

相

談

窓

口

お

知

ら

せ

書
の
申
請
を
さ
れ
る
場
合
は
、
被
害
写
真
ま

た
は
写
真
デ
ー
タ
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
（
72

－

１
１
１
１
）

就
学
援
助
費
制
度
の
お
知
ら
せ

　

山
都
町
教
育
委
員
会
で
は
、
小
学
校
及
び

中
学
校
に
お
け
る
義
務
教
育
の
円
滑
な
実
施

を
図
る
た
め
に
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学

が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
児
童
及
び
生
徒
の
保

護
者
に
対
し
て
、
学
用
品
・
修
学
旅
行
費
・

給
食
費
・
医
療
費
等
の
援
助
を
行
い
ま
す
。

▼
援
助
を
受
け
ら
れ
る
保
護
者

　

山
都
町
に
住
所
を
有
し
、
山
都
町
立
の

小
中
学
校
に
在
学
す
る
児
童
生
徒
で
、
申

請
書
に
掲
げ
る
理
由
に
該
当
す
る
保
護
者
。

▼
申
請
方
法

　

申
請
さ
れ
る
保
護
者
の
方
は
、
各
学
校

に
申
請
書
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
請
書
と

必
要
な
書
類
を
添
え
て
、
通
学
す
る
学
校

が
指
定
す
る
日
ま
で
に
、
学
校
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

小
学
校
へ
入
学
す
る
新
１
年
生
つ
い
て

は
、
入
学
す
る
学
校
ま
た
は
教
育
委
員
会

に
申
請
書
が
あ
り
ま
す
の
で
、
入
学
を
す

る
学
校
へ
２
月
24
日
㈮
ま
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

各
学
校

学
校
教
育
課
（
72

－

０
４
４
３
）

償
却
資
産
の
申
告
に
つ
い
て

　

個
人
や
会
社
で
農
業
や
商
工
業
な
ど
の
事

業
を
営
ん
で
い
る
場
合
、
事
業
用
と
し
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
産
（
構
築
物
、
機

械
、器
具
、備
品
な
ど
）
は
償
却
資
産
と
な
り
、

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
資
産
の
多

少
に
か
か
わ
ら
ず
、
毎
年
１
月
１
日
時
点
の

所
有
状
況
に
つ
い
て
申
告
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
、
太
陽
光
設
備
を
設
置
さ
れ
た
方
は

家
屋
の
屋
根
や
土
地
等
に
設
置
さ
れ
た
太
陽

光
発
電
設
備
は
個
人
の
住
宅
用
の
10 

kw
未
満

を
除
き
、
売
電
事
業
に
分
類
さ
れ
、
償
却
資

産
（
固
定
資
産
税
）
の
申
告
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

※
10 

kw
未
満
で
も
全
量
売
電
の
場
合
は
課
税

対
象
と
な
り
ま
す
。

　

毎
年
１
月
が
申
告
月
と
な
っ
て
お
り
ま
す

が
、
ま
だ
申
告
が
お
済
み
で
な
い
方
は
お
早

め
に
申
告
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
内
容

平
成
29
年
１
月
１
日
時
点
で
所
有
し
て
い

る
資
産
の
名
称
、
種
類
、
取
得
年
、
取
得

価
額
（
※
取
得
価
額
と
は
、
資
産
購
入
時

に
支
払
っ
た
金
額
の
こ
と
で
、
引
取
運
賃

費
や
設
置
費
用
な
ど
、
そ
の
資
産
を
購
入

し
て
か
ら
使
用
で
き
る
状
態
に
す
る
ま
で

に
必
要
と
し
た
費
用
を
含
み
ま
す
）

▼
提
出
書
類  

ア　

償
却
資
産
申
告
書　

イ　

種
類
別
明
細
書　

ウ　

償
却
資
産
（
減
価
償
却
）
台
帳

※
ウ
に
つ
い
て
は
任
意
の
台
帳
を
作
成
さ
れ

て
い
る
方
。

※
申
告
用
紙
は
本
庁
税
務
住
民
課
ま
た
は
各

支
所
税
務
住
民
係
の
窓
口
に
用
意
し
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
山
都
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

内
に
も
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
・
印
刷
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
住
民
課　
　
　　
（
72

－

１
１
２
８
）

清
和
支
所
税
務
住
民
係
（
82

－

２
１
１
１
）

蘇
陽
支
所
税
務
住
民
係
（
83

－

１
１
１
１
）

地
籍
調
査
事
業
に
つ
い
て

　

地
籍
調
査
事
業
で
は
、
６
月
か
ら
10
月
の

約
５
ヶ
月
間
で
現
地
調
査
を
行
い
、
土
地
所
有

者
や
利
害
関
係
人
、
推
進
委
員
が
現
地
で
立
ち

会
い
地
目
や
境
界
等
の
確
認
を
行
い
ま
す
。

　

地
権
者
の
皆
様
に
は
調
査
前
に
筆
界
の
伐

採
作
業
や
目
印
竹
の
設
置
な
ど
作
業
を
行
っ

て
い
た
だ
く
た
め
、
対
象
の
方
に
は
事
前
に

文
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
調
査
予
定

次
年
度
の
調
査
予
定
は
次
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
都
合
に
よ
り
調
査
区
域
を
変
更
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
平
成
29
年

矢
部
地
区　

城
原
の
一
部
、
畑
の
一
部
、

城
平

清
和
地
区　

郷
野
原
の
一
部

蘇
陽
地
区　

上
差
尾
の
一
部
、
大
見
口
の

一
部

▽
平
成
30
年

矢
部
地
区　

入
佐
の
一
部

清
和
地
区　

郷
野
原
の
一
部

蘇
陽
地
区　

上
差
尾
、
馬
見
原
、
滝
上
の

未
調
査
地
区

調
査
に
つ
い
て
の
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

地
籍
調
査
課
（
82

－

２
１
１
７
）

献

血

の

お

願

い

　

町
の
献
血
実
施
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い
つ
も

温
か
い
ご
協
力
を
賜
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

人
間
の
生
命
を
維
持
す
る
の
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
血
液
は
、
未
だ
人
工
的
に
造
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
血
液
は
生

き
た
細
胞
で
、
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
保
存

す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

　

輸
血
を
必
要
と
さ
れ
て
い
る
患
者
さ
ん
の

た
め
に
、
一
人
で
も
多
く
の
方
の
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
期
日

　

２
月
17
日
㈮

▼
場
所

　

山
都
町
役
場
本
庁
正
面
玄
関
前

▼
受
付
時
間

▽
午
前
９
時
45
分
〜
午
後
１
時

▽
午
後
２
時
15
分
〜
午
後
４
時

※
献
血
は
４
０
０
㎖
献
血
の
み
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
献
血
を
受
け
ら
れ
る
患
者

さ
ん
や
献
血
者
の
た
め
に
、
献
血
を
ご
遠

慮
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

環
境
水
道
課
（
72

－

４
０
０
２
）

平
成
29
年
山
都
町
消
防
団
出
初
め
式

　

次
の
期
日
で
出
初
め
式
が
行
わ
れ
ま
す
。

▼
日
時

　

３
月
５
日
㈰　

午
前
８
時
〜

▼
場
所

　

中
央
グ
ラ
ウ
ン
ド
（
雨
天
時 

矢
部
中
学
校

体
育
館
）

▼
内
容

通
常
点
検
、
放
水
競
技
（
全
14
分
団
）、
幼

少
年
消
防
ク
ラ
ブ
に
よ
る
通
常
点
検
ほ
か

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
（
72

－

１
１
１
１
）

春
季
全
国
火
災
予
防
週
間
に
つ
い
て

　

全
国
一
斉
に
春
季
火
災
予
防
運
動
が
次
の

期
日
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
、
火
を
使
う
機
会
が
増
え
、
さ

ら
に
空
気
が
乾
燥
す
る
な
ど
、
火
災
の
発
生

し
や
す
い
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
ま
す
。
火
の
取

扱
い
に
は
注
意
し
、
山
都
町
か
ら
火
災
を
出

さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

▼
期
間

　

３
月
１
日
㈬
〜
３
月
７
日
㈫

▼
住
宅
火
災
い
の
ち
を
守
る
７
つ
の
ポ
イ

ン
ト

■
３
つ
の
習
慣

▽
寝
た
ば
こ
は
絶
対
や
め
る

▽
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
か
ら
離

れ
た
位
置
で
使
用
す
る

▽
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る
と
き

は
、
必
ず
火
を
消
す

■
４
つ
の
対
策

▽
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用
火
災

警
報
器
を
設
置
す
る

▽
寝
具
、
衣
類
、
カ
ー
テ
ン
か
ら
の
火
災
を

防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
品
を
使
用
す
る

▽
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、
住

宅
用
消
火
器
等
を
設
置
す
る

▽
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
を
守
る

た
め
に
、
隣
近
所
の
協
力
体
制
を
つ
く
る

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
（
72

－

１
１
１
１
）

イ

ベ

ン

ト

19 18広報やまと 2017. 2 月号 広報やまと 2017. 2 月号


